
猪名川町告示第２号  

猪名川町公印規程（昭和４９年規程第７号）第５条第３項の規程に基づき、公印

を新調したので告示する。

  令和８年１月１日

猪名川町長 岡 本 信 司


猪名川町告示第　　号


　猪名川町公印規程（昭和４９年規程第７号）第５条第３項の規程に基づき、公印を新調したので告示する。


　　令和８年１月１日


猪名川町長　岡　本　信　司

公印告示文書（新調）.doc



様式第2号(第6条関係) 

公 印 台 帳 公印番号 
  

 

公 印 の 名 称 兵庫県猪名川町消防長之印 

管 理 課 名 猪名川町消防本部 

参考事項(用途等) 消防長公印 

公 印 の 区 分 一 般・特 殊・専 用 印 影 

公布・作成(備付)

年 月 日 
令和８年１月１日 

  

 

 

 

 
 

 

 

使用開始年月日 令和８年１月１日 

廃 止 年 月 日 年  月  日 

廃 止 理 由 
 

  

 


様式第2号(第6条関係)

公印台帳

公印番号

　



公印の名称

兵庫県猪名川町消防長之印

管理課名

猪名川町消防本部

参考事項(用途等)

消防長公印

公印の区分

一般・特殊・専用

印影

公布・作成(備付)年月日

令和８年１月１日
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使用開始年月日

令和８年１月１日



廃止年月日

年　　月　　日



廃止理由



　







公印台帳（消防長印）（新調）.rtf
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様式第1号(第5条関係)

　



令７猪消第1053号

　令和７年１２月８日



　猪名川町長　岡本 信司　様





猪名川町消防長　向井 文雄　　



公印新調承認申請書



　次のとおり公印を新調したいので、承認願います。



　



公印の名称

兵庫県猪名川町消防長之印





寸法

24ｍｍ×24ｍｍ





用途

消防長公印





使用開始予定

令和８年１月１日





改刻の場合は、現在使用中の公印の廃止予定年月日及び理由

令和７年１２月３１日



摩滅　　組織変更　　その他





備考

現在の公印（消防長印）については、経年劣化により文字欠けが生じており、印影が不鮮明となっているため、印を新調するもの。





(注)　ひな形は、別紙に記載すること。












○猪名川町公印規程


昭和49年7月1日


規程第7号


(趣旨)


第1条　猪名川町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。


(公印の定義及び名称)


第2条　公印は、庁印及び職印とし、庁印は町役場名又はその他の庁名をもつて発する文書に、職印は職名をもつ


て発する文書に押印するものとし、その名称、公印番号、ひな型、寸法、使用区分、主管課(課を置かない室並


びに課及びこれに準ずる組織をいう。以下「公印保管課」という。)は、企画総務部総務防災課長(以下「総務防


災課長」という。)が別に定める。


(公印の保管、使用)


第3条　公印の保管及び使用は、その公印保管課の長(以下「保管者」という。)がその責に任ずる。


2　公印を使用するときは、保管者に決裁文書を呈示し、その面前で押印しなければならない。


3　公印の押印を省略する文書の範囲については、文書取扱規程(昭和56年規程第14号)の定めるところによる。


4　公印は全て、保管箱に納め、執務時間外は保管者が責任をもつて鍵のかかる場所に保管しなければならない。


(事前押印)


第4条　前条の規定にかかわらず、一定の字句又は内容の定まった文書で、施行の日時、場所その他の関係により


事前に公印を押す必要があると認めるものは、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)する


ことができる。


2　前項の規定により事前押印しようとする課の長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)は、当該押印に


ついて当該公印の保管者の承認を得なければならない。


3　前項の規定により事前押印しようとする課の長は、前2項の規定により押印した文書の保管及びその使用状況を


明らかにしておかなければならない。


(公印の新調、改刻又は廃棄)


第5条　公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第1号)を総務防災課長の合


議を経て、町長に提出し、その承認を受けなければならない。


2　保管者は、公印を廃止しようとするときは、総務防災課長を経て町長にその旨通知するとともに不用となった


公印を総務防災課長に引き継がなければならない。


3　公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。


(公印台帳)


第6条　総務防災課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、全ての公印を登録しておかなければならない。


(公印の事故)


第7条　保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつた場合は、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務


防災課長を経て町長に届出なければならない。


(公印の廃棄)


第8条　廃止された公印は、廃止された日から起算して、総務防災課長が5年間保存しなければならない。


2　前項の保存期限を経過した公印は、裁断、焼却の方法により廃棄しなければならない。


(公印印影の刷込み)


第9条　公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を同時に印刷をして公印の押印にかえるこ


とができる。


2　前項の場合において、縮少して印刷することができる。


3　前2項の場合においては、刷込みのつど総務防災課長の合議を経て、町長に公印印影印刷承認申請書(様式第4


号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印に準じ第5条第3項の規定を適


用する。


(電子計算組織による公印)


第10条　電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織


(以下「電子計算組織」という。)を利用して証明又は通知の事務を行うときは、電子計算組織に記録した公印の


印影(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力して公印の押印にかえることができる。


2　保管者は、前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、総務防災課長の承認を得なければならな


い。


3　前2項の規定により電子公印を使用する場合において、当該証明又は通知事務に支障がないときは、総務防災課


長の許可を得て、当該電子公印を縮小して使用することができる。


4　保管者は、電子公印を使用するときは、総務防災課長と協議のうえ、印影の改ざんその他不正使用のないよう


電子公印を適正に管理しなければならない。


5　保管者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務


防災課長に報告しなければならない。


附　則







この規程は、公布の日から施行する。


附　則(昭和60年7月1日規程第13号)


この規程は、昭和60年6月1日から施行する。


附　則(平成13年1月26日規程第4号)


この規程は、公布の日から施行する。


附　則(平成14年3月29日規程第15号)


この規程は、公布の日から施行する。


附　則(平成26年3月31日規程第12号)


この規程は、平成26年4月1日から施行する。


附　則(令和3年7月1日規程第63号)


この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。


附　則(令和7年3月31日規程第34号)


この規程は、令和7年4月1日から施行する。







様式第1号(第5条関係)
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様式第2号(第6条関係)
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様式第3号(第7条関係)



javascript:void(0);

javascript:void(0);





様式第4号(第9条関係)
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